
何が変わるの？どんなメリットがあるの？

限度額適用認定証が不要になりますよ！

これからは

これまでは

医療機関・薬局の窓口での支払いを
自己負担限度額までにとどめるためには、

事前に申請し「限度額適用認定証」の
準備が必要でした。

「限度額適用認定証」がなくても、
限度額を超える支払いが免除されます。

※ご加入されている医療保険がデータを登録していない場合には、
これまでと同じ扱いとなります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用すると

手続きは簡単!
マイナンバーの保険証利用はここでできます


